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　まだ申請をしていない方は、期限までに手続き
をしてください。
　原則として、期限を過ぎた申請は受け付けする
ことができませんのでご注意ください。
■対象者（以下の条件を全て満たす方）
　①平成２７年１月１日時点で阿久比町に在住の方
②平成２７年度分の住民税が課税されていない方
（ただし、課税されている方に生活の面倒を
見てもらっている方、生活保護を受けている
方は除く）

　③平成２８年度中に６５歳以上になる方
■支給額　１人につき３０,０００円（１回限り）
■申請期限　８月２日（火）
■申請方法
　住民福祉課社会福祉係窓口に提出または郵送
※　土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時３０分
～午後５時１５分にお越しください。

※　郵送の場合は、消印の日付を申請日とみな
します。

■申請書類
▽必要事項を記入し、押印（対象者全員分）し
た申請書

　▽本人確認ができる書類（対象者全員分） 
▽口座が確認できる書類（平成２７年度臨時福祉
給付金と同じ口座への振り込みを希望される
方は不要） 

※　申請書類に不足があると支給されませんの
で、ご注意ください。

■その他　代理人が申請手続きをされる方、ご自
身が該当するか分からない方は、一度お問い合
わせください。
■申請・問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　�（４８）１１１１（内１１２１・１１２２）

【集団健診】
■日　時（時間は受付開始時間と終了時間です。）
　▽７月２６日（火）　午前９時３０分～午前１１時
　　　　　　　　　午後１時３０分～午後３時
　▽７月２８日（木）　午後１時３０分～午後３時
　▽７月２９日（金）　午前９時３０分～午前１１時
■場　所　勤労福祉センター（エスペランス丸山）

【個別健診】
■期　間　８月２０日（土）まで
■場　所　町内の一部医療機関
■問い合わせ先
　住民福祉課国保年金係
　�（４８）１１１１（内１１１６）

　町では、特定健康診査、後期高齢者医療健康診査を実施しています。詳細は、対象の方へ５月に送付し
ている案内・受診券をご確認ください。
　集団健診、個別健診のいずれかの方法で受診できます。

　「更生保護活動・非行防止」の意識を高めるため、入場無料の講演会を開催します。皆さん、ぜひご参
加ください。
■日　時　７月３０日（土）午後１時３０分～午後３時
■場　所　勤労福祉センター（エスペランス丸山）　　　　　　　　
■講　師　高坂　朝人さん（ＮＰＯ法人 再非行防止サポートセンター愛知理事長）
■演　題　「自分と未来は変えられる」・・・でも一人では変えられない
　　　　　～正しい言葉を聞きたいのではなく、信頼できる人の言葉を聞きたい～
※　託児を利用できます。予約が必要ですので、ご希望の方は、７月２２日（金）までにお申し込みください。
　　（先着３人で、未就学児に限ります。）
■申し込み・問い合わせ先　住民福祉課社会福祉係　�（４８）１１１１（内１１２１）


